
奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
七
号

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中
「
奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
」
を
「
奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与

条
例
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条

第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
臨
床
研
修

等
」
を
「
臨
床
研
修
若
し
く
は
専
門
研
修
（
医
師
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
の
習
得
に
係
る
研
修
で
知

事
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
大
学
修
学
資
金
」
を
「
修

学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
臨
床
研
修
等
」
を
「
臨
床
研
修
若
し
く
は
専
門
研
修
」
に
改
め

る
。第

五
条
第
一
項
中
「
修
学
研
修
資
金
貸
与
申
請
書
」
を
「
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
証
人
と
な
る
者
の
保
証
書
（
第
二
号
様
式
）

二

貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
民
票

三

在
学
証
明
書

四

在
学
す
る
医
科
大
学
の
長
の
推
薦
書
（
第
三
号
様
式
）

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
修
学
研
修
資
金
貸
与
申
請
書
」
を
「
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
」
に
、
「
修
学
研
修
資
金

を
」
を
「
修
学
資
金
を
」
に
、
「
修
学
研
修
資
金
貸
与
決
定
通
知
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
「
修
学
資



金
貸
与
決
定
通
知
書
（
第
四
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
修
学
生
等
」
を
「
修
学
生
」
に
、
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
第
六

号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
修
学
生
等
」
を
「
修
学
生
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様

式
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
修
学
生
等
」
を
「
修
学
生
」
に
、
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
停
学
に
さ
れ
、
又
は
臨
床
研
修
等
を
中
止
し
、
中
断
し
、
再
開
し
、

若
し
く
は
修
了
し
た
」
を
「
又
は
停
学
に
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
臨
床
研
修
等
」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
大
学
修
学
資
金
」
を
「
修
学
資
金
」
に
、
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
八
号

様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
専
門
研
修
」
を
「
研
修
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条

第
四
項
中
「
修
学
生
等
又
は
修
学
研
修
資
金
」
を
「
修
学
生
又
は
修
学
資
金
」
に
、
「
修
学
研
修
資
金

貸
与
者
」
を
「
修
学
資
金
貸
与
者
」
に
、
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
修
学
研
修
資
金
貸
与
者
」
を
「
修
学
資
金
貸
与
者
」
に
、
「
第
十

一
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

「
貸

与
を

す
る

修

の
種

別

医
科

大

又
は

研

医
療

機

第
一
号
様
式
中
「修

学
研
修
資
金
貸
与
申
請
書

」
を
「修

学
資
金
貸
与
申
請
書

」
に
、

医
籍
登



年
月
日

受
け
よ
う
と

学
研
修
資
金

「

医
科
大
学

学
名
称

修関
所
在
地

を

修
学
又

年
月

か
ら

は
研
修

年
月

ま
で

期
間

（所
属
す
る
学
年

）

録
番
号
及
び

号
年

月
日
登
録

」

名
称

所
在
地

に
、
「修

学
研
修
資
金
の

修
学
期

年
月

か
ら

間
年

月
ま
で

（所
属
す
る
学
年

）

」

額

」
を
「修

学
資
金
の
額

」
に
、
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
の
有
無

」
を
「奈

良
県
医
師
確

保
修
学
資
金
の
有
無

」
に
、
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保

修
学
資
金
貸
与
条
例

」
に
、
「修

学
研
修
資
金
の
貸
与

」
を
「修

学
資
金
の
貸
与

」
に
、
「奈

良
県
医



師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規

則
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修

学
研
修
資
金

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金

」
に
改
め

る
。第

三
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修

学
研
修
資
金
の

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
の

」
に
、

「奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
適
格
者

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
適
格
者

」

に
、
「又

は
医
療
機
関
の
所
在
地

」
を
「の

所
在
地

」
に
、
「又

は
医
療
機
関
の
名
称

」
を
「の

名
称

」
に
、
「又

は
医
療
機
関
の
長
名

」
を
「の

長
名

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「修

学
研
修
資
金
貸
与
決
定
通
知
書

」
を
「修

学
資
金
貸
与
決
定
通
知
書

」
に
、
「

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
に

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
に

」
に
、
「奈

良
県
医
師
確

保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

」
に

改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修

学
研
修
資
金

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金

」
に
改
め
、

同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修

学
研
修
資
金
貸
与
条
例

」
を
「奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資

金

「
１

貸

学
研

２
貸

与
期

貸
与
条
例

」
に
、
「修

学
研
修
資
金
の
返
還
債
務

」
を
「修

学
資
金
の
返
還
債
務

」
に
、

３
免

と
す

４
医

修
医

及
び

修
了



与
を
受
け
た
修

修
資
金
の
種
別

「

１
貸
与

与
総
額
及
び
貸

年
月
か
ら

与
期
間

間
円

年
月
ま
で

２
免
除

除
を
受
け
よ
う

を

と
す
る

る
額

３
医
科

科
大
学
又
は
研

卒
業
又

及
び
卒

療
機
関
の
名
称

名
称

は
研
修

年
月

日

卒
業
又
は
研
修

修
了
年

年
月
日

月
日

」

総
額
及
び
貸

年
月
か
ら

円
年

月
ま
で

を
受
け
よ
う

に
、
「５

医
師
免

額大
学
の
名
称

名
称

卒
業
年

年
月

日

業
年
月
日

月
日

」

許

」
を
「４

医
師
免
許

」
に
、
「６

医
科
大
学

」
を
「５

医
科
大
学

」
に
、
「又

は
研
修
修
了

後
の
状
況

」
を
「の

状
況

」
に
、
「７

疾
病

」
を
「６

疾
病

」
に
、
「８

免
除

」
を
「７

免

除

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
資
金



「

１
貸

学
研

貸
与
条
例

」
に
、
「修

学
研
修
資
金
の
返
還
債
務

」
を
「修

学
資
金
の
返
還
債
務

」
に
、

２
貸

与
期

与
を
受
け
た
修

「

修
資
金
の
種
別

１
貸
与

を

与
期
間

与
総
額
及
び
貸

年
月
か
ら

間
円

年
月
ま
で

」
総
額
及
び
貸

年
月
か
ら
に
、
「３

返
還
済

円
年

月
ま
で

」

「

額

」
を
「２

返
還
済
額

」
に
、
「４

返
還
猶
予
申
請
額

」
を
「３

返
還
猶
予
申
請
額

」
に
、

５
医
科
大
学
又
は
研

卒
業
又

「

修
医
療
機
関
の
名
称

名
称

は
研
修

年
月

日

を

及
び
卒
業
又
は
研
修

修
了
年

修
了
年
月
日

月
日

」



４
医
科
大
学
の
名
称

名
称

卒
業
年

年
月

日

に
、
「６

及
び
卒
業
年
月
日

月
日

」

医
師
免
許

」
を
「５

医
師
免
許

」
に
、
「７

医
科
大
学

」
を
「６

医
科
大
学

」
に
、
「又

は

研
修
修
了
後
の
状
況

」
を
「の

状
況

」
に
、
「８

猶
予

」
を
「７

猶
予

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第

七
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

」
を
「奈

良
県
医
師
確
保

修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

」
に
、
「第

２
項

第
３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第

、

八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
１
４
条
第
４
項

」
を
「

奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
１
４
条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
九
号
様

式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「奈

良
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
１
４
条
第
５
項

」
を

「奈
良
県
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
１
４
条
第
４
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号

様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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